
玉野市クーリングシェルター募集要項 

 

（趣旨） 

１　熱中症による人の健康に係る被害の発生防止等を目的とし、気候変動適応法が改正さ

れ、指定暑熱避難施設（以下、「クーリングシェルター」という。）を市町村長が指定で

きることとなりました。 

玉野市では、熱中症による健康被害を防止し、市民等の生命と健康を守るため、市内

の公共施設と民間施設のクーリングシェルターとして利用を推進しています。つきまし

ては、クーリングシェルターを運用し、市と共に熱中症対策に取り組んでいただける民

間施設を募集します。 

 

（実施内容） 

２　クーリングシェルターは、市民の休息場所として主に次の内容を実施します。 

(１)各施設の出入口等、見やすい場所へのクーリングシェルター案内表示の掲示 

(２)クーリングシェルターの場所、飲料購入場所の案内（問い合わせがあった場合） 

(３)休息用の椅子、ソファ等の準備（既設のもので可） 

(４)空調の適切な管理 

(５)利用状況の報告 

 

（申込資格） 

３　応募資格は、市内に所在する施設で、次の条件を満たす施設とします。 

(１)適当な冷房設備を有する施設 

(２)利用者が休息できる椅子、ソファ等を有する施設 

 

（施設開放期間） 

４　施設開放期間は、５月上旬から１０月下旬のうち、各施設の対応可能な日及び時間帯

とします。 

 

（応募方法） 

５　別紙申込書（添付書類も含む）に必要事項を記載の上で、持参、郵送、電子メールの

いずれかの方法によって、玉野市環境保全課に提出してください。 

 

（提出後の流れ） 

６　申込書提出後の流れは、次のとおりとなります。 

①玉野市と施設管理者間で協定内容の協議 

②市と施設管理者間での協定書の締結 



③クーリングシェルターとしての指定及び運用開始、クーリングシェルター施設情報の

公表（市ウェブサイト等） 

※応募用紙を提出した時点で、市からのクーリングシェルターの指定に同意したものと

みなします。 

 

（その他） 

７　公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、市が不適当と認める場合は、クーリン

グシェルターとして指定されない場合があります。 

 

 

 

応募・問合先 

〒７０６－８５１０ 

玉野市宇野１－２７－１ 

玉野市　市民生活部　環境保全課　脱炭素・環境係 

TEL：０８６３―３２－５５２０ 

FAX：０８６３－３２－５５１３ 

Emai：kankyou@city.tamano.lg.jp


